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当施設は介護保険の指定を受けています。 

（福岡県指定  第４０７５８０００７０号）  

 

社会福祉法人
 

嘉穂郡社会福祉協会
 

特別養護老人ホーム
 

松 寿 園
 

 
  

   
 

重要事項説明書重要事項説明書

当施設は厚生省令第３９号第４条の規定に基づき、

利用者又はそのご家族に対して

  
  

指定介護老人福祉施設サービスを提供する上で、

施設の概要や提供されるサービスの内容、

 

契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明いたします。
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５．施設であわせて実施する事業 

事業所の種類 
福岡県知事指定年月日 

利用定数 
       指定年月日  指定番号 

居宅 
通所介護 平成１２年 ３月  ６日   4075800112号    ３０名 

  短期入所生活介護 平成１２年 ３月１０日   4075800070号    必要数 

居宅介護支援事業 平成１２年 ３月  １日    5800062 号    必要数 

 

３．施設の目的 
（１）施設は介護サービス計画に基づき、 可能な限り  居宅における生活への復帰を念頭に  

おいて、入浴・排泄・食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他  
日常生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利用者  
がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように援助することを  
目指すものとします。 

（２）施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定介護老人福  
祉施設サービスを提供するように努めます。 

４．施設の運営方針   
施設は、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用  
者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、さらに利用者の立場に立った援助に努めます。 
また、明るい家庭的な雰囲気を心がけるとともに、地域や家庭との結びつきを重視し  
た運営を行うことを方針とします。 

1

法人の名称

法人所在地

法人 種 別

代表者氏名

設立年月日

電 話 番号

施設の種類

施設の名称

施設所在地

管 理

 

者

設立年月日

入 所 定 員

 

電 話 番 号

ＦＡＸ番号

社会福祉法人

１．経営法人 

   嘉穂郡社会福祉協会 

  福岡県嘉麻市漆生２３３８番地１ 

    社会福祉法人 

    理事長 渡辺 紘一郎 

    昭和３０年５月２０日 

    ０９４８－４２－１４０８ 

 

２．利用施設 

   指定介護老人福祉施設  

  特別養護老人ホーム 松寿園 

    福岡県嘉麻市漆生２３３８番地１ 

     園長 白上　浩二

    昭和４８年４月１日 

    １００名 

    ０９４８－４２－１４０８ 

    ０９４８－４２－６５１３ 
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６．居室・設備等の概要  

（１）建築の概要 
 

敷 地  ２７，２４１．７０㎡ 

 

 建  物  

 

構　造 
 鉄骨造り鉄板スレート葺２階建１棟 

 ブロック造り２階建２棟  

  延べ床面積   ３，３８９．７９㎡ 

 

（２）居室の概要  
 

    当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 
 

居室の種類 室数 面積 １人当たり面積 居室形態 備え付け設備 

１人部屋   １ １２．７９㎡    １２．７９㎡ 多床室 収納棚・洗面所  

１人部屋 １  １９．４４㎡    １２．８０㎡ 多床室 収納棚・洗面所  

２人部屋   １  ２３．７６㎡    １１．８８㎡ 多床室 トイレ・洗面所・収納棚 

〃   ６  ２４．００㎡ １２．００㎡ 多床室 収納棚 

〃   ２  ２６．００㎡    １３．００㎡ 多床室 収納棚  
〃 １０  ２７．３６㎡    １３．６８㎡ 多床室 トイレ・洗面所・収納棚  

３人部屋 ４  ３４．００㎡    １１．３３㎡ 多床室 収納棚  
４人部屋 ４ ４５．５０㎡    １１．３８㎡ 多床室 収納棚・洗面所  

〃   ８  ４８．００㎡ １２．２９㎡ 多床室 収納棚           
 
① 部屋は要介護度や男女比率によって決めている為、指定はできません。 

② ご本人様が居室移動に納得されない場合でも、同室者や介護上の都合で居室を変わって頂く 

事があります。利用者様相互のご協力の上で成り立っていますので、ご理解の程宜しくお願

い致します。 

(ユニットが変更した場合のみご家族に連絡させて頂きます。) 

 

（注）指定基準では居室１人当たり１０．６５㎡以上となっていますが、基準省令施行の際 に 
現存する施設は４．９５㎡以上となっています。 

  

（３）利用に当たって別途利用料金をご負担いただく居住費  
 

８６０円（一日につき）
 

  

（注）上記は介護保険の基準サービスとならないため、ご利用の際は利用者に別途利用料金を  
負担いただきます。 ご

２
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（４）主な設備           

設備の種類 室数 面　積 １人当たり面積 備     考 

食     堂 ３ ３５５．７１㎡

  

歩行訓練器具・温熱療法器具等
 

 １ １４７．１８㎡

 

 

浴     室 ４ ６７．０４㎡
 

 

   ㎡

（注）指定基準では食堂と機能訓練室の合計面積は１人当たり３㎡以上となっていますが、基準 

   省令施行の際に現存する施設については、当分の間適用しないものとなっています。 

（注）上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられて 

   いる施設・整備です。 

 

 

 
７．職員構成

   
≪主な職種≫

 

    
当施設では、利用者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、

  

   
以下の職種を配置しています。

 

従業者の職種
 

人　員
 

区　　　分 
後 常 

の 勤 

人 換 

員 算 

指 事 

定 業 

基 者 

準 の 

 

保有資格 

 

常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

園長（管理者） １ １     １  

       

 
２２

 
２０

      

２６ 

 

 

 看護職員 ４
 

４
 

　
 

２
 

１　
 

４.７
 

機能訓練指導員  １    １ １以上  

 １     １以上  

         

       

     

３

医務室兼

リカバリー室
１ ２４．００㎡

機能訓練兼

多目的ホール

特殊浴槽２台 リフト浴槽４台

個人浴槽２台

介護福祉士15名
看護師４名

准看護師１名

准看護師１名

介護支援専門員

１以上

１以上

必要数

２１.４

１
 

１２

☆ 介護支援専門員の資格保有者は 2 名います。

管理栄養士

嘱託医

介護支援専門員

介護職員

生活相談員

１

１

１

１

１

１．７

２

１
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８．職員の勤務体制  

福岡県福祉サービス第三者評価受審済証 
 

法人・団体名   社会福祉法人  嘉穂郡社会福祉協会 

    事  業 所 名    特別養護老人ホーム  松寿園 
 

貴事業所は福岡県福祉サービス第三者評価推進機構が認証した評価機関による福祉サービス  
第三者評価を受審し、その結果を公表したことを証します。 
 

    ① サービス種別 特別養護老人ホーム 
 

    ② 受審年度     平成２５年度      平成２６年１月１８日 

③ 評価機関     公益社団法人        福岡県社会福祉会  

始 業 終 業

A１勤 5:30 14:30 １１：３０～１２：３０ ８時間

A２勤 7:00 16:00 １３：００～１４：００

A勤 7:30 16:30 １３：００～１４：００

B勤 8:30 17:30 １３：００～１４：００

C勤 9:00 18:00 １３：００～１４：００

D勤 9:30 18:30 １３：００～１４：００

E１勤 10:00 19:00 １３：００～１４：００

E勤 10:30 19:30 １３：００～１４：００

F勤 11:00 20:00 １４：００～１５：００

遅勤 12:00 21:00 １６：００～１７：００

２２：００～２２：４５
３：００～３：４５

２３：００～２３：４５
４：００～４：４５

宿明 7:00 15:00 １２：００～１３：００

宿直 21:00 7:00

夜勤 16:00 9:30

区　分
勤務時間

休憩時間 実務時間

◎介護支援専門員

◎介護職員

◎事務員

◎栄養士

◎調理職員

◎生活相談員

◎機能訓練指導員

全　 職　 種

８時間

８時間

８時間

８時間

８時間

８時間

８時間

８時間

８時間

１６時間

７時間

　【 内科医 】　　毎週火・金曜日 （１３ ： ００～１６ ： ００）嘱　託　医

職 　　 種

４
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９．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、利用者に対して以下のサービスを提供します。当施設が提供するサービスに 

   ついて、（１）利用料金が介護保険から給付される場合（２）利用料金の全額を利用者に  

   負担いただく場合があります。 

 
（１）介護保険の給付対象となるサービス （契約書第３条参照）  

   以下のサービスについては、居住費・食費を除き通常９割が介護保険から給 付されます。 

サービス種類 サービス内容 

居 室 
・ 利用者の心身の状況に応じた居室が利用できます。 

・ 居室の内容は、「居室の概要」のとおりとなります。 

 

 

食  事 

 

・ 管理栄養士が立てる献立により、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好

を考慮した季節感あふれる食事を専従の調理員が調理し提供します。 

・ 食事は食堂で食べていただくようにしています。    
・ 保温食器を使用して温かく食べていただくようにしています。 

・ 食事時間 朝食８時半～・昼食１２時半～・夕食１７時半～  

 

 

栄養管理 

 

 

・ 管理栄養士が中心となって利用者一人ひとりの栄養管理を行います。 

・ 医師や管理栄養士等が共同して健康状態や栄養状態をチェックし、個別 の
  栄養ケア計画を作成する等、栄養ケア・マネジメントを実施します。  

・ 糖尿病食、腎臓病食、貧血食等、医師の指示に基づいてこれらの食事を

提供します。 

排 泄 

・ 利用者の身体能力を最大限活用し自立に向けた援助を行います。 

・ オムツを使用せざるをえない場合は、心身及び活動状況に応じたオムツを

提供し、適切に交換します。 

入 浴 

・ 入浴は週２回行います。 

・ 利用者に合わせて個人浴・リフト浴・特別浴槽で入浴ができます。 
・ 不調等で入浴できなかった場合は、清拭又は回復後入浴をいたします。 

機能訓練

 

・ 機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を    
送るのに必要な機能回復又は減退を防止するための訓練を行います。 

・ 訓練は日曜日を除き毎日実施しています。（但し、利用者の身体状況に適

した回数となります） 
※特別養護老人ホームはリハビリ施設とは異なる為、提供出来るサービスにも

限りがある事をご理解下さい。 

健康管理
 

・ 嘱託医師により週２回健康管理を行います。 

・ 利用者の定期健康診断を年１回行います。 

・ 緊急等、必要な場合は協力医療機関にて診察を行います。

・ 利用者が外部の医療機関に通院する場合は、付き添いを行います。 

 

 

そ の 他 

 

 

・ 寝たままを防止するため車椅子を用いて散策等の離床を行います。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えに配慮します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容に配慮します。 

・ 実りある生活が送れるよう必要な教養娯楽設備を整え、また適宜レクリエ

ーション・行事等を企画します。  

 
５
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要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１７,１９０円 １９,２３０円 ２１,３６０円 ２３,４００円 ２５,４１０円

　　（８６０円／日）　２５，８００円　　｛１段階:　０円／２段階：　１１，１００円／３段階：　１１，１００円｝

　　（１２円／日）　　　３６０円

　　（９０円／月）　　　　９０円

　　（110円／月）  　　１１０円

　　（３６円／日）　　１,０８０円

　　（２２円／日）　　　６６０円 報酬基準に満たした条件

　　（１８円／日）　　　５４０円 A・B・C・Dいづれかを算定

　　　（６円／日）　　　１８０円

　　　（４円／日）　　　１２０円

　　　（８円／日）　　　２４０円

　　（１３円／日）　　　３９０円

　　　３割負担 １３５，０２５円 １４１，７５１円 １４８，７７４円 １５５，５００円 １６２，１２７円

合 　　　２割負担 １１４，６１７円 １１９，１０１円 １２３，７８２円 １２８，２６６円 １３２，６８４円

　　　１割負担 　９４，２０８円 　９６，４５０円 　９８，７９１円 　１０１，０３３円 　１０３，２４２円

　　　３段階　② ７２，３０８円 ７４，５５０円 　７６，８９１円 　７９，１３３円 　８１，３４２円

　　　３段階　① 　５１，００８円 　５３，２５０円 　５５，５９１円 　５７，８３３円

計 　　　２段階 　４３，２０８円 　４５，４５０円 　４７，７９１円 　５０，０３３円 　５２，２４２円

　　　１段階 　２９，４０８円 　３１，６５０円 　３３，９９１円 　３６，２３３円 　３８，４４２円

　　B　サービス提供体制加算Ⅰ

　１．介護サービス費

　２．居住費

　３．食費 　（1,600円／日）４８,０００円　 ｛１段階:９,０００円／２段階：１１,７００円／３段階：①１９,５００円　②４０,８００円｝

　４．機能訓練加算

　５．口腔衛生管理加算(Ⅰ） 歯科衛生士が技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

　６．口腔衛生管理加算（Ⅱ）

　　A　日常生活継続支援加算

７．C　サービス提供体制加算Ⅱ

　　D　サービス提供体制加算Ⅲ

８．看護体制加算Ⅰ 看護師を配置している場合

９．看護体制加算Ⅱ 看護師配置を上回る場合

１０．夜勤体制加算Ⅰ 夜勤帯に介護職員、看護職員を基準を上回る夜勤職員配置

加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画書の内容等を厚労省に提出

該当

利　　用　　料　　金　　表

 居 室 の 種 類：多  床  室

利用料金 ：ご契約者の要介護度に応じて異なります （下記金額は月３０日で計算した料金）

　　令和５年10月１日現在

　　　　　　　　　　特別養護老人ホーム　松寿園

６０，０４２円

８１，３４２円

注）居住費と食費について負担限度額（１段階～３段階）の認定を受けている方の場合、その認定に記載された
　　負担限度額が１日の料金になります。

　　※特定処遇改善加算Ⅱ　基本サービス単位とその他加算の 1ヶ月合計単位に 10.6％を乗じた単位が加算されます。
　　

【加算される金額】

【替えて算定される金額】

６

１．入所時の初期加算 　

2．安全対策体制加算 　

3． 　

　　　（６１６円／日）＊入院及び外泊時において居室を確保している場合には居住費を徴収させて頂きます。

１．入院・外泊時費用 内　費用算定：２４６円／日 ＊６日間を限度とします。(入院・外泊した日と退院・帰園した日は除きます。)

訳　居住費　 ：３７０円／日　　ただし、入院で月をまたいで連続した場合は最長１２日間となります。
（負担限度額適用時）

療養食の提供 （６円／回）　糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食等、医師の指示に基づいてこれらの食事を提供することになります。　

（３０円／日）入所日から３０日を限度とし所定金額に加算します。１月を超える入院後の再入所も３０日間加算されます。　

（２０円）　　入所時１回
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（２）入院及び外泊をされた場合 

          

 

 

        
１．サービス利用料金

 
2,460円  

 
２．介護保険から給付される金額

 
2,214円  

 
３．居住費

 
860円  

 
４．自己負担額（１－２＋３）

 
1,106円  

 
※６日間を限度とします。（入院・外泊した日と退院・帰園した日は除きます。）          

  　但し、入院で月をまたいで連続した場合は最長１２日間となります。  

  　注 ） 居 住 費 は 負 担 限 度 額 （ 第 １ 段 階 ～ 第 ３ 段 階 ） の 認 定 を 受 け て い る 方 は 、                          

　その認定証に記載された金額が１日の料金になります。    

       ※入院又は外泊中のベッドについては、短期入所（予防）生活介護サービスに使用させて頂くこと 

        があります。また、入院時の病院の手続き・支払い・洗濯物・日用品の補充等は原則ご家族で  

        お願い致します。  

☆ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん 

   お支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から

   払い戻されます（償還払い）。 

      償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した 

   『サービス提供証明書』を交付します。 

  ☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用者の負担額を 

   変更します。 
 

（３）介護保険の給付対象とならないサービス （契約書第４条、第５条参照）  

  　　以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

 　　≪サービスの概要と利用料金≫ 

  　１．特別な食事     

    ☆利用者の希望に基づき特別な食事を提供します。（お酒を含みます。） 
        利用料金：要した費用の実費  

２．理髪・美容……毎月２回（第２．４木曜日）訪問理美容を利用できます。  
            カット（男性）1,400 円 （女性）1,700 円 顔そり  500 円  
            パーマのみ  4,000 円  カラーのみ 4,000円 

３．クリーニング      
    ☆利用者の希望によりクリーニングを利用できます。  

        利用料金：要した費用の実費  

   ご利用者が入院又は外泊をされた場合、サービス利用料金（上記利用料金表）の自己負担額

　 に替えて下記のとおり１日当たりの料金をお支払いいただくことになります。

　 なお、入院及び外泊時において

　 居室を確保している場合には居

　 住費を徴収させていただきます。
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４．電気製品持ち込み料 
       ☆テレビ・ラジカセ・パソコン・電気毛布等の電化製品を持ち込むことができますが、  

１品につき電気代として、月に１,０００円 を徴収させて頂きます。
 

５．日常生活上必要となる諸費用実費
 

     
☆歯ブラシ・歯磨き粉・入れ歯洗浄剤、ティッシュ、コルセットなどの装具、食事の

 

      
際に必要な介護食器類、その他本人が必要とする物については実費となります。

  

※オムツ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担はありません。
           

   

      

     

６．契約書第２０条に定める所定の料金 

     利用者が契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居 

    室が明け渡された日までの期間にかかる料金。（１日当たり）  

ご利用者の要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

料 金 5,570円 6,250円 6,950円 7,630円  8,290円 

 ☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する事が 
あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２ケ月前

までに説明いたします。  

１０．利用料金のお支払い方法 

    前記（１）（２）の料金・費用は１ヶ月毎に計算してご請求しますので、翌月  

   ２６日までに、いずれかの方法でお支払い下さい。 

   【 お支払い方法 】 

ア．指定口座への振り込み 

     指定銀行 ： 福岡銀行 天道支店 普通預金 １２７０８８４ 

     口座名義人： 社会福祉法人　嘉穂郡社会福祉協会　
特別養護老人ホーム

 

松寿園

 

園長

 

白上　浩二

 

    

※銀行専用の振込用紙を利用し振込手数料は利用者負担となります。

 

イ．自動引き落し

 

    

ご利用できる金融機関：都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、

 

    

長期信用銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、ゆうちょ銀行。

   

  

（信用組合、農業協同組合は一部ご利用できないことがございます。）

 

     

※引落日は毎月２６日になります。

 
 

１１．入所中の医療の提供について

 

    

医療を必要とする場合は、嘱託医の指示のもと利用者及び家族の希望も考慮し、

 

         

（診療・入院治療を優先したり義務付けるもので ありません）

 

①協力歯科医療機関 

医療機関の名称  ひまわりデンタルクリニック 

所 在 地 田川郡川崎町田原５４９番地３  電話番号 0947-73-9771 

 

次の協力医療機関において診療や入院治療を受けます。

（診療・入院治療を優先したり義務付けるものではありません）



 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

     
   
   
 

 

 
 
 

 
  

 
 
 

  
 
 
 
 

   
   
     
 

 

 
 
 

 
  

 
 
 

  
 
 
 

   
   
 

 

６日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。

但し、入院期間中であっても所定の利用料金をご負担いただきます。

１日当たり ６１６円（複数の月にまたがる場合は最長１２日）

３ヶ月以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。

この場合、入院期間中の所定の利用料金をご負担していただく必要はありま

せん。

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。

また、３ヶ月を過ぎますと契約が解除になります。

② 協力医療機関 

医療機関の名称 仁正会 鎌田病院

地 嘉麻市中益４２０番地１ 電話番号

科 内科・外科・整形外科

医療機関の名称 稲築病院

地 嘉麻市口春７４４番地の１ 電話番号

診 療 科 内科・外科・眼科

0948 -57-3522

0948- 42 1110-

所

診 療

社会保険

在

所 在

①要介護認定により利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。

②事業者が解散・破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合。

③施設の滅失や重大な毀損により利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合。

④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。

⑤利用者から退所の申し出があった場合（ 詳細は次項をご参照下さい。）

⑥事業者から退所の申し出を行った場合（ 詳細は次項をご参照下さい。）

❶ 検査入院等６日間以内の短期入院の場合

❷ ７日間以上３ヶ月以内の入院の場合

❸ ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合
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 １２．病院等に入院された場合  （契約書第１９条参照）  

    当施設に入所中に医療機関への入院が生じた場合は以下の通りとなります。 

 １３．施設を退所していただく場合（契約の終了について）     （契約書第１４条参照）  

    当施設との契約では、契約が終了する期日は時に定めていません。従って、以下の  

      ような事由がない限り継続してサービスを利用することができますが、仮にこのよ

      うな事項に該当するに至った場合には当施設との契約は終了し、利用者に退所して 

      いただくことになります。  

 

 
 

 

 

 

 



①
 
利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告

 

 
げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。

 

   
②

 
利用者によるサービス利用料金の支払いが６ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告に

     
もかかわらずこれが支払われなかった場合。

 

 
③

 

利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス事業者もしくは他の利用者等

 

  

の生命・身体・財物・信用等を傷つける、又は著しい不信行為を行うこと等によって本

  
契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。

 

④

 

ご利用者が連続して３ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、もしく

  

 

は入院した場合。

 

⑤

 

利用者が医療機関に入院、もしくは介護医療院等に入所した場合。

 

⑥

 

受診・入院・各種手続き・日常支援等に関して、ご家族から再三ご協力が得られない場合。
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（１）利用者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）    （契約書第１５条・第１６条参照）  

    契約の有効期間であっても、利用者から退所を申し出ることができます。その場合        
には、退所を希望する日の３日前までに申し出を行って下さい。但し以下の場合には、  

      即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

①  介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。  

②利用者が入院された場合。  

③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービス  

  を実施しない場合。  

④  事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。  

⑤  事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷

つける、又は著しい不信行為、その他本契約を維持しがたい重大な事情が認められる場合。 

⑥  他の利用者が本人の身体・財物・信用等を傷つけた場合、もしくは傷つける恐れがある  

 場合において事業者が適切な対応をとらない場合。  

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）  （契約書第1 4・1 7条参照）  
   以下の事由に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

⑦行き過ぎたサービスの要求があった場合。

（当施設の実情にそぐわない事や規定以外の事を強く要求される場合）

⑧利用者並びにご家族等が事業者や事業所の職員に対して禁止行為を繰り返す等、契約を

　継続し難いほどの背信行為を行った場合、事業者は文書で通知することにより、即座に

　サービスを終了することができます。 

【サービス利用にあたっての禁止行為】　※ご家族含む

 1.事業所の職員に対して、精神的に追い詰める・怒鳴る・大きな声で罵るなどの高圧的な

　 暴言、暴力、いやがらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

 2.カスタマーハラスメント、ケアハラスメント、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。

 3.サービス利用中にご契約者本人以外の写真や動画の撮影、また録音などをインターネット

　 などに掲載すること。
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※ 退所の際、荷物の引き取りは２週間以内にお願いします。期日を過ぎても取りに来られない

場合は着払いにて郵送させて頂きますのでご了承下さい。なお、施設での処分を望まれる方

に3,000円にてお受け致します。
 

 １４．契約締結からサービス提供までの流れ   （契約書第２条参照）  

   ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所    

後作成する『施設サービス計画』（ケアプラン）に定めます。 

    『施設サービス計画』（ケアプラン）の作成及びその変更は次の通り行います。 

①  当施設の介護支援専門員（ケアマネージャー）が、施設サービス計画の原案作成

やそのために必要な調査等の業務を担当します。 

 

② 担当者は施設サービス計画の原案について、利用者及びその家族等に対して説 明

    し、同意を得た上で決定します。  

 

③  施設サービス計画は、１年（要介護認定有効期間）に１回、もしくは利用者及び そ  

    の家族等の要請に応じて変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場  
合には利用者及びその家族等と協議して施設サービス計画を変更します。 

 

④  施設サービス計画が変更された場合には利用者に対して書面を交付し、その内容を  
確認していただきます。 

 

（３）円滑な退所のための援助 （契約書第１８条参照）  

   利用者が当施設を退所する場合には、利用者の希望により、事業者は利用者の  
心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助

を速やかに行います。

 

 ①適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介。  

②  居宅介護支援事業者の紹介。  

③  その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介。  
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 １５．サービス提供における事業者の責務  （契約書第７条・第８条参照）  

   当施設は、利用者に対してサービスを提供するに当たって次のことを守ります。 

①利用者の生命・身体・財産の安全・確保に配慮します。

②利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、利用者

　から聴取・確認を行った上でサービスを実施するものとします。

③利用者が受けている要介護認定の有効期間満了日の３０日前までに、要介護認定の更新

　の申請のために必要な援助を行います。

④利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、利用者又

　は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。

⑤利用者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。但し、利用者又は他

　の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を作成する

　など適正な手続きにより身体を拘束する場合があります。

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契

　約者・ご家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません（守秘義務）。

　ただし、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者の心身等

　の情報を提供します。また、利用者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじ

　め文書にて利用者の同意を得ます。

⑦事業者及びサービス従業者又は従業員は、ご契約者の人格を尊重するとともに、虐待防

　止及び、人権擁護に配慮します。
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 １６．施設利用上の留意事項  

   当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての

快適性、安全性を確保するため下記の事項をお守り下さい。 

 （１）面会時間 

     ア．面会時間 午前９時 ～ 午後７時 

     イ．面会者は必ず玄関の面会簿に氏名等をご記入下さい。 

     ウ．面会は居室・ホール・談話室等で出来ます。 

     エ．なお、面会される場合、生もの等の持ち込みはご遠慮願います。 

 （２）外出・外泊（契約書第２０条参照） 

     外出・外泊を希望される場合は届出用紙がありますので事前にお申し出下さい。 

 （３）食事が不要な場合 

     食事（３食）が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出が  

          あった場合には、契約書５条第１項に定める「食費」は徴収いたしません。 

 （４）持ち込みの制限 

     入所にあたり、以下の物は原則として持ち込むことができません。 

     ( ペット、仏壇・タンス等の大きな物 ) 
     

※その他応相談

 

 

（５）貴重品の所持について

 

     

貴重品（時計、指輪、アクセサリー等）について紛失・破損等された場合、園と

 

          
しては責任を負い兼ねますのでご了承下さい。

 

 

（６）施設・設備の使用上の注意（契約書第１０条参照）

 

     

ア．居室及び共用施設、敷地はその本来の用途に従って利用して下さい。

 

     

イ．故意に又はわずかな注意を払えば避けられたにも関わらず、施設・設備を壊し
 

              

たり汚したりした場合には、利用者の自己負担により原状に復していただくか、

 

              
相当の代価をお支払いいただく場合があります。

 

     

ウ．利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認めら

 れる場合には、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができる

 ものとします。ただし、その場合にはご本人のプライバシー等の保護について、

 十分な配慮を行います。

 

     

エ．当施設の職員や入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動・政治活動・営

 

              
利活動を行うことはできません。

 

 

（７）その他

 

     

ア．ホールに自動販売機を設置していますのでご利用下さい。（有料）

 

     

イ．ホールに温・冷茶器を設けていますので、利用者及びご家族の皆様もご自由

 

              
にご利用下さい。

 
１７．事故発生時の対応  （契約書第１１条参照）  

 （１）利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合、速やかにご家族や市町村 

        ・病院等へ連絡するとともに必要な措置を講じます。 

 （２）施設は前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。 

 （３）施設は事故発生の防止のための指針の整備や事故防止対策委員会の設置及び従業者  

        に対する研修等も定期的に行います。 
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１８．損害賠償について   （契約書第１１条・第１２条参照）  

     当施設において、事業者の責任によりご契約に生じた損害については、事業者は速  

    やかにその損害を賠償いたします。また守秘義務に違反した場合も同様とします。

ただし、その損害の発生について利用者の故意又は過失が認められる場合には、

利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときに限り、事業者の損

害賠償責任を減じる場合があります。

 

 １９．苦情受付について （契約書第２３条参照）  

要望等解決統括責任者 園  長  白上　浩二 　

 
 ■当施設における要望やご相談は以下の窓口にて受け付けます。 

 

        
相談窓口 

 

 

 窓口担当者： 生活相談員  野見山 敬　 伊藤 光展 

 ご利用時間： 毎日 9:00～17:00 

 連  絡  先：  0948-42-1408    （FAX：0948-42-6513）  

 ご利用方法： 窓口にて受け付けます。 

        またお電話やご意見箱  

 
【 行政機関その他苦情受付機関 】 

嘉麻市役所 

高齢者介護課 

 所 在 地： 嘉麻市岩崎1180番地 1 

 電話番号： 0948-42-7431    （FAX：0948-42-7093) 

 受付時間： 8:30～17:00 

 

国民健康保険団体連合会 

 

 所 在 地： 福岡市博多区吉塚本町１３番４７号 

 電話番号：  092-642-7800      （FAX：092-642-7852) 

 受付時間： 9:00～17:00 

 
【 福岡県運営適正化委員会 】 

 

  社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会 

 

 
所
 

在
 

地：
 

春日市原町３丁目１番７クローバープラザ４階
 

 
電話番号：  092-915-3511      （FAX：092-584-3790）

 

 
受付時間：

 
9:00～17:30 

 
【 第三者委員 】 

 

 岩橋 一比古 

 

 社会福祉法人役員 

 朝倉市甘木１６９１番地１ 

 電話番号：  0946-24-6095 

 

 高原 堅次 

 

 社会福祉法人役員 

 飯塚市仁保２７６番２    

 電話番号：   0948-82-2628 

 

でも受け付けています。
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 ２０．非常災害対策 

非常時の対応 
 避難誘導や初期消火等の非常時の連絡体制等を定めた 

「特別養護老人ホーム 松寿園 消防計画」に添って対応を行います。 

近隣との協力関係  隣接する児童養護施設 「嘉麻学園」と協力体制をとっています。 

平常時の訓練 昼夜を想定した消火・避難訓練を各年２回以上実施しています。 

 

 

 

防災設備

 

 

 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

 スプリンクラー 有り   防 火 扉 １か所  

 ガス漏れ警報機      有り   屋内消火栓      ６か所  

 自動火災報知器       有り   消 火 器    １７か所  

 誘 導 灯   １８か所   非常通報装置        有り  

 
カーテンは防炎製品を使用しています。

 

消防計画
  消防署への届出： 令和３年１２月１３日  

 防 火 管 理 者： 野見山　敬  

 

 
２１．喀痰吸引等の提供に係る同意書

 

 

   喀痰吸引の実施研修を終了し登録を行った介護福祉士または認定特定行為業務従事者

が、実施研修を終了した行為もしくは認定を受けた行為について下記の内容のとおり、

下記の内容のとおり、医師

医師・看護師の指示の下実施することに同意いたします。
 

喀痰吸引（特定行為）
 

の種別  

・口腔内の喀痰吸引 

・鼻腔内の喀痰吸引 

・胃ろうによる経管栄養 

・腸ろうによる経管栄養 

提供を受ける期間 令和 年  月  日  

提供を受ける頻度 
 

提
　
供
　
体

制 

事 業 所 名 称 
社会福祉法人 嘉穂郡社会福祉協会 

特別養護老人ホーム 松寿園 

事業所責任者氏名 園長    白上　浩二  

事業所担当者氏名 
 

担当看護職員氏名 
 

担 当 医 師 氏 名 馬郡医院 医師    馬郡 良英 

 

～  年 月 日 
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 ２２．個人情報の使用に係る同意書  

以下に定める条件のとおり、私（          ）及び代理人（         ）は 

 介護老人福祉施設 松寿園が、私及び身元引受人・家族の個人情報を下記の利用目的の必要

最低限の範囲内で使用、提供、または収集することに同意します。 

 

利用期間 

介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

 
 利用目的

 

⑴

 
介護保険に関する手続き、申請、更新及び変更のため

 

⑵

 
介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサー

       

ビス担当者会議での情報提供のため。

 

⑶

 
医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、

その他社会福祉団体等との連絡調整のため。

 

⑷

 
利用者が医療サービスの利用を希望している場合、及び主治医等の意見を求める必要の

 

⑸

 
介護事業所内のカンファレンスのため。

 

⑹

 

必要書類の作成・保存のため。

 

⑺

 

預かり金管理のため（管理依頼されている方）

 

⑻

 

当園を退所後、居宅における居宅介護支援計画の作成等のため居宅介護支援事業 者等か

ら情報提供を求められた場合。

 

⑼

 

その他のサービス提供で必要な場合。

 

⑽

 

上記各号に関わらず、緊急を要する際の連絡等の場合

 

⑾

 

（上記以外の開示）同意事項にチェックをお願いします。

 

□

 

施設内での名前及び写真の掲示のため

 

□

 

利用者またはご家族の広報またはホームページでの行事等の写真掲載のため

 

 

使用条件
 

①

 

個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しません。

また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、

 

 

② 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経

 

ある場合

過を記録し、請求があれば開示

します。

第三者に漏らしません。

また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、
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　　私は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき　

　　説明担当職員から重要事項の説明を受け、サービスの提供開始に同意します。

                      　

    令和　　　年　　　月　　　日

　　（利用者）

　　　住　所　　   　　     　　　　　　　　　　　　　　　

　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　（代理人）

　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　

　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

   　 続　柄

　　（説明者）

　　　指定介護老人福祉施設　特別養護老人ホーム　松  寿  園

　　　職　名　　　　　　　　　　　　

　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　（事業者）

　　　指定介護老人福祉施設　特別養護老人ホーム　松 寿 園

　　　　　　　　    園   長   　 白　上 　浩　二 　  　 印

重要事項説明確認欄

　


